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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月20日(2014.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の椎骨と第２の椎骨との間の椎骨間の空間内に挿入される、拡張可能な椎骨間イン
プラントであって、このインプラントが、
　第１の固定具ベースを備えてなる第１の固定具であって、第１の椎骨のラミナに取り付
けられるべく構成された、上記第１の固定具と、
　第２の固定具ベースを備えてなる第２の固定具であって、第２の椎骨のラミナに取り付
けられるべく構成された、上記第２の固定具と、
　第２の固定具ベースから延出してなるソケットと、
　第１の固定具ベースから延出してなり、ソケットに受け入れられるサイズを有する中心
部であって、第２の固定具に対して第１の固定具の長手方向の位置を解放可能に固定すべ
く構成された係合部材を具備している上記中心部と、
　さらに、第１の固定具の長手方向の位置を第２の固定具に対して固定すべく構成された
スナップリングとを備え、スナップリングは係合部材を備え、ソケットの内側に合致する
ように構成され、スナップリングの係合部材は、中心部の係合部材と結合するように構成
されていることを特徴とする拡張可能な椎骨間インプラント。
【請求項２】
　中心部における係合部材が、少なくとも１つのラチェット隆起部を備えていることを特
徴とする請求項１に記載の拡張可能な椎骨間インプラント。
【請求項３】
　中心部における係合部材が、長手方向に沿って互いに隣接した複数のラチェット隆起部
を備えていることを特徴とする請求項１に記載の拡張可能な椎骨間インプラント。
【請求項４】
　インプラントは、椎骨間の空間内に挿入された後に拡張して、インプラントが椎骨の棘
状突起の間に延在するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の拡張可能
な椎骨間インプラント。
【請求項５】
　第１の固定具がさらに、第１の固定具ベースから長手方向に延びてなる第１及び第２の
固定具翼部を具備し、第１及び第２の固定具翼部は、第１の椎骨における棘状突起を受け
入れる開口部を形成するように構成され、第２の固定具がさらに、第２の固定具ベースか
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ら長手方向に延びてなる第１及び第２の固定具翼部を具備し、第１及び第２の固定具翼部
は、第２の椎骨における棘状突起を受け入れる開口部を形成するように構成されているこ
とを特徴とする請求項４に記載の拡張可能な椎骨間インプラント。
【請求項６】
　第１及び第２の固定具における第１及び第２の翼部は、骨ねじを受け入れるべく構成さ
れた骨ねじ孔をそれぞれ形成していることを特徴とする請求項５に記載の拡張可能な椎骨
間インプラント。
【請求項７】
　第１及び第２の翼部は、互いに対して非対称に配置された骨ねじ孔をそれぞれ具備して
いることを特徴とする請求項５に記載の拡張可能な椎骨間インプラント。
【請求項８】
　第１及び第２の翼部はそれぞれ骨ねじ孔を具備し、それぞれの骨ねじ孔が骨ねじのため
の挿入角度の範囲を定めていることを特徴とする請求項５に記載の拡張可能な椎骨間イン
プラント。
【請求項９】
　第１及び第２の固定具は、インプラントが椎骨間の空間内に配置されたとき、長手方向
に沿って互いに間隔を隔てると共に、中心部及びスナップリングの係合部材は、第１の固
定具を第２の固定具に対して解放可能に固定するように構成されている、ことを特徴とす
る請求項１に記載の拡張可能な椎骨間インプラント。
【請求項１０】
　ソケットが円筒形通路を形成し、円筒形通路の内部にスナップリングが受け入れられる
ことを特徴とする請求項１に記載の拡張可能な椎骨間インプラント。
【請求項１１】
　中心部は、実質的に円筒形であることを特徴とする請求項１に記載の拡張可能な椎骨間
インプラント。
【請求項１２】
　第１の固定具が、挿入装置の指部を受け入れるべく構成されてなる、横断開口部を形成
していることを特徴とする請求項１に記載の拡張可能な椎骨間インプラント。
【請求項１３】
　拡張可能な椎骨間インプラントシステムであって、このシステムが、
　隣接する椎骨同士の間に形成される椎骨間空間の中に挿入されて、隣接する椎骨の棘状
突起に取り付けられるべく構成されてなる椎骨間インプラントであって、該インプラント
が、第１の固定具と、第２の固定具と、第１の高さから第２の高さへと選択的に第１及び
第２の固定具を拡張させるようなロック機構と、備え、
　（ｉ）第２の固定具は、第２の固定具ベースと、第２の固定具ベースから長手方向に延
在してなるソケットとを具備しており、かつ、（ｉｉ）第１の固定具は、第１の固定具ベ
ースと、第１の固定具ベースから長手方向に延在してなる中心部とを具備しており、中心
部は、外向きに延びたラチェット隆起部を具備して、ソケット内に取り付けられるべく構
成されている、上記椎骨間インプラントと、
　インプラントに結合されるべく構成された挿入装置であって、ロック機構を選択的に係
脱せしめるように、第１及び第２の固定具を第１の高さから第２の高さへと拡張させるべ
く、ロック機構に対して選択的に係合するように構成されたアクチュータを備え、
　インプラントがさらに、スナップリングを具備し、該スナップリングは、中心部のラチ
ェット隆起部と結合するように形成された内向きに延びてなるスナップリングのラチェッ
ト隆起部を具備し、それにより、少なくとも部分的にロック機構を形成している、上記挿
入装置と、
　を備えていることを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　挿入装置がさらに、アクチュータがロック機構と係合したとき、インプラントを拡張せ
しめるように構成されてなる、拡張可能な本体部を具備していることを特徴とする請求項
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１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　ソケットは、スナップリングへのアクセスを許容すべく構成されてなるアクセス開口部
を形成しており、スナップリングは、アクチュータに係合して広げられることで、スナッ
プリングのラチェット隆起部が、中心部のラチェット隆起部から係脱されることを特徴と
する請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　スナップリングは、本体部と、本体部を延通してなるアクセスギャップとを具備し、ア
クセスギャップは、スナップリングがソケット内に位置決めされたとき、ソケットのアク
セス開口部に整列されるように構成されていることを特徴とする請求項１５に記載のシス
テム。
【請求項１７】
　前記システムにおいて、（ｉ）第１の固定具は一対の横断開口部を形成し、拡張可能な
本体部は、第１の固定具における横断開口部と係合すべく構成された、一対の指部を有し
てなるスライダハウジングを具備しており、かつ、（ｉｉ）スライダハウジングは並進す
るように構成され、それにより、指部が横断開口部に係合したとき、インプラントを拡張
せしめることを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記システムにおいて、（ｉ）スライダハウジングは、内部開口部を形成してなるスラ
イダハウジング本体部と、該開口部内に突出する歯を形成してなるラックとを具備し、（
ｉｉ）挿入装置がさらに、歯を形成しているピニオンを具備し、該ピニオンは、ピニオン
の歯がラックの歯と噛合するように、開口部内に延入しており、及び、（ｉｉｉ）ピニオ
ンの回転によって、スライダハウジングが長手方向に並進し、それにより、インプラント
を拡張せしめることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　拡張可能な本体部は、一対の指部を有してなる支持ハウジングを具備し、支持ハウジン
グの指部は、インプラントが挿入装置と結合されたとき、ソケットの外側のまわりに第２
の固定具を固定するように構成されていることを特徴とする請求項１８に記載のシステム
。
【請求項２０】
　アクチュータは、係合先端部であることを特徴とする請求項１３に記載のシステム。
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